
抄　録

目的　臨床看護師の看護政策に対しての思いと行動を明らかにすることである．
方法　看護連盟会員の臨床看護師に半構造化面接を実施し，質的記述的研究に分析をした．
結果　臨床看護師の看護政策に対しての思いと行動は，【看護連盟への受動的な入会と活動】，【看護職の
議員に「看護を変える」ことへの期待】，【一定水準の新人看護師教育の実現】，【キャリアアップに向けた
継続学習の支援】，【看護ケアと記録による診療報酬の加算のギャップ】，【地域包括ケアシステムに対する
国民の意識向上への期待】，【変化するコロナ禍に的確な指示への期待】，【余裕のある人員配置によりゆと
りある看護提供の実現】，【安心・安定の看護職の賃金・保障の充実】，【ライフスタイルにあったワークラ
イフバランスの実現】，【看護政策に関連した教育の充実】であった．
考察　看護基礎教育から看護政策に関心がもてるような取り組み，さらに現任教育でも看護政策への関心
を深められる研修が必要である．

Abstract
Purpose　To clarify the perceptions and actions of clinical nurses regarding nursing policies.
Method　Semi-structured interviews were conducted with clinical nurses who were members of the Japanese 
Federation of Nursing. A qualitative descriptive analysis was conducted.
Results　The following categories were identified: “passiveness in joining in the membership and activities of the 
Federation,” “expectation for nursing legislators to ‘change nursing’ ,” “achieving an adequate level of education 
for new nurses,” “support for continuing education for career development,” “difficulty in claiming additional 
medical service fee based on nursing care records,” “expectations regarding raising public awareness of community-
based comprehensive care systems,” “expectations regarding adequate guidance for changing situations during the 
COVID-19 pandemic,” “achievement of adequate staffing to provide comfortable care for patients,” “improvement of 
wages and status toward the goal of security and stability of nursing profession,” “realization of work-life balance to 
meet desirable lifestyle,” and “enhancement of education related to nursing policies.”
Discussion　Efforts should be made to increase interest in nursing policy, starting with basic nursing education. 
Moreover, training should be provided during in-service education to deepen interest in nursing policy.
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Ⅰ．緒　言

　看護職の倫理綱領（日本看護協会，2021）本文
15に，「看護職は，専門職組織に所属し，看護の
質を高めるための活動に参画し，よりよい社会づ
くりに貢献する」と明記されている．看護職は，
制度の改善や政策決定，新たな社会資源の創出に
積極的に取り組むこと，そして，看護職能団体に
所属し，看護の質を高めるための活動に参加する
ことを通してよりよい社会づくりに貢献すること
とされている．また，北浦（2017）は，専門職と
して役割を果たすためには，患者に対する直接の
看護提供だけではなく，国や地方自治体のヘルス
ケアやより広範囲の政策に影響力をもつことが必
要になると述べている．
　看護政策とは，看護制度を創設または改変して
いく政治過程と位置付け（野村，2015），看護の
制度が現状に合致しなくなり，また，新たな課題
が出てくることによって看護制度が変わってきた
ことを指す（野村，2020）．しかし，看護政策の
定義については，概念構築にとどまっている（滝，
2008）．
　看護政策の組織的な活動に目を向けてみると，
専門職能団体として日本看護協会が存在する．日
本看護協会は看護政策提言を行い，教育や福利厚
生などの支援の活動を通じて看護水準の向上に取
り組んでいるが公的団体のため政治活動が禁止さ
れている．そこで，日本看護協会の目指す理念や
看護政策実現のために，日本看護連盟は政策決定
の場である国会や地方議会に看護職の代表を送る
ことを支援している．法律は一看護職や一病院で
制定できるものではなく，国会議員でければ制定
できない．また，法律のみでなく，規定等を定め
るにおいても看護職の代表が議員となることは重
要である．専門職能団体の活動を理解し参加する
ことや現場から声を上げていくことは，国民のヘ
ルスケアや私たち看護職の処遇改善のために不可
欠であり看護職の倫理綱領本文15を実現すること
にもつながる．しかし，北浦（2017）は，これま
で多くの看護職者は，自分たちが働いている医療
という領域に関する制度がどのようにしてつくら
れているのかを知る機会がなく，すでに決定され
た制度の枠内で自分たちの目指す看護を提供する
努力を続けてきたと述べている．
　アメリカにおける看護職者の政治的発達におい

て，看護職者の政治的発達ステージを 4 ステージ
に分類している（Mason et al，2007）．北浦（2017）
は，日本における看護職者の政治的発達において，
わが国の看護職の政治的影響力はステージ 2 から
3 へ移行しつつある時期としている．ステージ 2

（SELF-INTEREST）は，看護師が自分のおかれ
ている環境における課題と政治の位置づけを理解
し，ステージ 3（POLITICAL SOPHISTICATION）
は，政策論議や意思決定に看護職が力を合わせて
組織的に関わっていったステージである．目の前
の患者に，より最善の方法をと日々の看護に懸命
に力を注いでいる臨床看護師が，どれほどの関心
があり，またどれほど看護政策を理解しているか
不明である．
　看護を取り巻く法律や規定により看護基礎教育
のあり方や業務内容が変更され，また診療報酬制
度の改定により，看護職の働き方が変わることも
多くある．保健師助産師看護師法による特定行為
に係る看護師の研修制度に関することや指定規則
による看護基礎教育カリキュラムの変更，診療報
酬制度による入院基本料の改定や加算等がその例
である．政策に影響力をもつことは，看護職の権
利のみならず，国民のヘルスケアへの社会責務が
果たすことができる．それらを実現するためには，
まず看護政策自体の仕組みや一人ひとりが行って
いる日々の看護がすでに看護政策に関わっている
ことを理解する必要がある．
　本研究の目的は，臨床看護師の看護政策に対す
る思いと行動を明らかにすることである．その内
容に関連した思いと行動が明らかとなることで，
看護専門職として，看護政策への参画の意識の向
上につなげるための基礎資料となる．

Ⅱ．用語の定義

看護政策：先行研究（大室，2004）を参考に，「国
民に質の高い看護を提供するために，看護職の
力が政策決定過程に関与する影響を与える行動
の案・方針・計画」より，本研究では「より質
の高い看護の実施・看護職としての教育のあり
方・よりよい働き方を実現するための方針や手
段」とする．

臨床看護師：医療現場で実際に看護サービスを患
者に提供する看護師

思い：広辞苑より「その対象について心を働かせ
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ること」であることから，本研究では「看護政
策に対して感じている気持ちや心の働き」とす
る．

行動：「思い」からの目的に対しての動きや行い 

Ⅲ．研究方法

1．研究デザイン
　質的記述的研究

2 ．研究対象者
　病棟または外来で直接患者にケアや処置を行っ
ている臨床経験が 5 年目以上，かつ看護連盟に入
会している臨床看護師（看護師長・専門看護師・
認定看護師を除く）とした．看護連盟の会員を条
件とした理由は，看護連盟の活動に参加の機会が
あることから，看護政策についての関心が非会員
よりも高いと考えたためである．

3 ．調査期間：2021年 2 月28日～2021年 7
月19日

4．調査方法
　近畿地区の看護連盟会長・看護連盟役員に口頭
及び書面で研究についての説明を行い，本研究対
象者の条件にあう会員への研究協力依頼文の配布
を依頼した．研究対象者に文書を用いて口頭で研
究説明をし，同意書への署名をもって研究参加へ
の同意を確認した．
　データ収集方法は，インタビューガイドをもと
に半構造化インタビューを行い，その内容をデ－
タとした．インタビューは， 1 名 1 回とし，本学
内または Zoom を用いてリモートで行った．研究
対象者の許可を得て，IC レコーダーまたは Zoom
で記録をした．
　データ収集内容は，フェースシート（年代，臨
床看護師経験年数，所属部署，所属部署での役割，
看護政策への関心の有無）の記載と，①看護連盟
に入ったきっかけ，②本研究の看護政策の用語の
定義を伝え，臨床看護師として働く上で，看護政
策について普段思っていることについてインタ
ビューを行った．

5 ．分析方法
　IC レコーダーの録音から逐語録を作成し，「看

護政策に関連する思いと行動」に着目し，その文
章を抽出し，コード化した．コードの類似性に基
づいてサブカテゴリー化し，抽象度を上げてカテ
ゴリー化した．研究の厳密性を確保するため，看
護管理者および看護管理教員で内容一致が図れる
まで繰り返し分析を行った．

6 ．倫理的配慮
　研究対象者には，研究目的・方法の概要・研究
結果の公表，研究参加は自由であること，途中辞
退も可能であることについて書面と口頭による説
明を行い，書面にて同意を得た．個人情報の取り
扱いは，個人情報保護法に準じ厳守した．データ
は，USB メモリーにパスワードをかけ鍵のかか
る机の引き出しに保管し，研究者以外が閲覧でき
ないようにする．IC レコーダーや Zoom での記
録の内容は，分析終了後に削除し，USB メモリー
および紙データは論文作成後10年間の保存後それ
ぞれ破棄する．個人が特定される可能性のある情
報は記号化した．研究実施において開示すべき利
益相反関連事項はない．なお，本研究は，聖泉大
学　人を対象とする研究倫理審査委員会にて承認
をえて実施した（承認番号：020-007，承認日
2020年11月25日）．

Ⅳ．研究結果

1．研究対象者の背景（表 1）
　本研究の対象者は，11名であった．属性は，男
性が 5 名，女性が 6 名で，年齢は20代が 5 名，40
代が 6 名であった．臨床経験年数は， 4 ～21年で
平均11.45（±6.17）年であった．対象者の職位は，
看護師長（課長）補佐が 1 名，副看護師長（主任）
が 4 名，スタッフが 6 名であった．看護連盟の青
年部の活動を行っている対象者は，5 名であった．
インタビュー時間は，27～55分で平均40.55（±
8.37）分であった．

2 ．臨床看護師の看護政策についての思い
と行動（表 2）

　看護政策に関連する思いと行動について分析を
行った結果，11カテゴリー，31サブカテゴリー，
228コードからを抽出した．
　カテゴリーは【　　】，サブカテゴリーは《　　》，
インタビューからの抜粋は［斜体］とする．
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　以下，各カテゴリーについての概要を示す．
1 ）【看護連盟への受動的な入会と活動】
　《強制・半強制的に看護連盟に入会する》や《周
囲からの勧めにより看護連盟に入会する》ことか
ら，周囲からの促しや勧めが看護連盟に入会する
きっかけとなっていた．また，入会後，研修や看
護連盟（青年部）の活動に参加し，《看護職の環

境の改善に取り組む》活動内容や看護政策を知る
ことで，《看護連盟の青年部で看護政策の重要性
を周囲に伝える》役割を実感し啓蒙活動を行うな
ど，その後の看護政策への理解や関心，意識につ
ながる契機となっていた．
　［（看護連盟の入会は）半強制的です，きっかけ
としては］［（看護連盟の入会について）知ったきっ

表 1　研究参加者の背景

研究参加者 A B C D E F G H I J K

性別 男 男 女 女 女 女 男 女 男 女 男

年代 40代 40代 40代 20代 20代 40代 40代 20代 20代 20代 40代

 臨床経験年数 14年目 16年目 18年目 5年目 6年目 19年目 18年目 6年目 6年目 6年目 22年目

職位 主任 スタッフ 主任  スタッフ  スタッフ  課長補佐 主任  スタッフ  スタッフ  スタッフ 副師長

看護連盟
青年部

活動の参加
有 有 無 無 有 無 有 有 無 無 無

　表1　研究参加者の背景

表 2　臨床看護師の看護政策に対しての思いと行動

カテゴリー（11） サブカテゴリー（31）

強制・半強制的に看護連盟に入会する

周囲からの勧めにより看護連盟に入会する

看護連盟で看護職の環境の改善に取り組む

看護連盟の青年部で看護政策の重要性を周囲に伝える

選挙に出馬する看護職を応援する

看護職の議員の活動がみえる

政治の力で臨床現場を変える

看護と政治がつなががる

看護基礎教育と臨床現場の看護がつながる

新人看護職員研修ガイドラインに沿った教育を行う

外国人新人看護師に教育を行う

現任教育が充実している

後輩育成のためにスキルアップする

看護職としてキャリアアップする

日々の看護ケアと診療報酬がつながる

診療報酬のための記録を簡略化する

地域包括ケアシステムに対する国民の意識向上への期待 地域包括ケアシステムに対する国民の理解を得る

新型コロナワクチン接種について臨床現場で対応する

コロナ禍の制限下で患者・家族に対応する

教育を充実させるために余裕のある看護師の配置をする

子育て期の看護師人数が働く部署で余裕のある看護師の配置をする

看護師を余裕をもって配置をする

時間や気持ちに余裕をもった看護ケアを提供する

多忙な業務のなかで看護の質を向上させる

離職を防止するための対策を行う

子育て期への保障が充実する

看護職の賃金・給与が改善される

意識して業務を時間内に終わらせる

ライフスタイルに合った働き方（勤務体系）ができる

ワークライフバランスを実現する

看護政策に関連した教育の充実 看護基礎教育での看護政策に関連する授業を意識して受ける

変化するコロナ禍に的確な指示への期待

余裕のある人員配置によりゆとりある看護提供の実現

安心・安定の看護職の賃金・保障の充実

ライフスタイルにあったワークライフバランスの実現

表2　臨床看護師の看護政策に対しての思いと行動

看護連盟への受動的な入会と活動

看護職の議員に「看護を変える」ことへの期待

一定水準の新人看護師教育の実現

キャリアアップに向けた継続学習の支援

看護ケアと記録による診療報酬の加算のギャップ
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かけだったり，病棟からの案内とかすすめでした
かね］［今，環境が昔と比べて，活動とか変えよ
うとする人たちによって変わってきたのかなって
いうのはただ働いてた時よりかは実感する］［看
護政策っていうのをもっとちゃんと伝えたりとか
必要やってことをちゃんと訴えないとと思う］
2 ）【看護職の議員に「看護を変える」ことへの
期待】

　看護を変えるためには，まず《選挙に出馬する
看護職を応援する》こと，看護職の議員を国政の
場に代表として送り出すことが重要であると認識
していた．そして，臨床現場に足を運ぶ議員に自
施設での現状や課題など生の声を聴いてもらい，

《看護職の議員の活動がみえる》ことで，国政の
場を利用し《政治の力で臨床現場を変える》こと
への期待をもっていた．それらが，国政として変
化をもたらすことで，臨床現場の《看護と政治が
つながる》と思っていた．
　［例えば，決起集会とか選挙する前に国会議員
さんを選挙通すぞ，みたいな決起集会とかも参加
させてもらったりとか］［あーいうふうに（ 7 対
1 看護）どうしても政治から変えていかないとい
けないような事をするためにはやはり政治家とし
て看護師がいないとやっぱり話すら聞いてもらえ
ないというのがあるので］［現場の声を持ち帰っ
て政策っていうところでつながったらすごくあり
がたいですし，多分現場の意見を出した方も言っ
て良かったって，そこはやっぱり現場とその政
治っていうところが繋がっているんだなというふ
うにも感じますよね］［当選してさせてよかったっ
ていうような頑張りはやっぱりしてもらわないと
あかんなってすごく思ったりする］
3 ）【一定水準の新人看護師教育の実現】
　看護基礎教育で学んだ知識や技術を患者に看護
として提供する際，《看護基礎教育と臨床現場の
看護がつながる》ことを望んでいた．また，施設
の規模により研修環境や研修実施の体制も異なる
が，統一した新人看護師教育を行うために《新人
看護職員研修ガイドラインに沿った教育を行う》
ことを意識していた．そして，《外国人新人看護
師に教育を行う》ことは，文化の差異やコミュニ
ケーションの壁により，課題解決に時間を要する
ことで指導が難しいと感じながら，新人教育を
行っていた．これらより，日本人，外国人に関わ
らず，一定水準の新人看護師教育を行いたいとい

う思いがあった． 
　［独り立ちっていうのが，海外みたいに（就職
して）すぐに一人前で GOっていうのはちょっと
なかなか難しいのかなって思いはあります］［ガ
イドラインに関して，具体的なところであんまり
見直しされてないので平成26年ぐらいのまんまな
のでガイドラインを見直して欲しいなって勝手な
希望です］［（自施設が）フィリピンの子とか中国
の方とかいろんな国籍の方がいるので，そこでの
教育ってなると（日本人の新人看護師と）全く同
じことを求めるのは難しい］
4 ）【キャリアアップに向けた継続学習の支援】
　看護専門職として，看護実践能力をより高める
ために環境や体制が整備され，《現任教育が充実
している》ことや《後輩育成のためにスキルアッ
プをする》，そして，質の高い看護の提供を行う
ために《看護職としてキャリアアップをする》こ
とが重要であるという思いから，看護職のキャリ
アアップのための継続学習をより手厚く支援をし
てほしいという期待をもっていた．
　［それに（クリニカルラダーに）沿ってやるこ
とで，良くなるというよりは最低限度のレベルは
全て教えられていると思います］［僕らももっと
教育に関する勉強をする機会ってのがないとあか
んのかなってすごく感じる］［いっときちょっと

（認定看護師を）考えたこともありましたけど，
やっぱり現実的に近くにその学校がなくて，単身
赴任は出来ないしとかで，考えることもできな
かった］
5 ）【看護ケアと記録による診療報酬の加算の
ギャップ】

　看護師が行っている《日々の看護ケアと診療報
酬がつながる》と認識している看護師や診療報酬
の仕組み自体の理解がされていない看護師も存在
した．診療報酬の算定は，看護記録を残すことで
加算されることを理解しているが，診療報酬に関
連する記録により患者に関わる時間の確保が難し
いと感じていた．また，勤務時間外にカルテの記
録を行うことも多く《診療報酬のための記録を簡
略化する》ことを望んでいた．
　［（診療報酬について）あまりわかってないんで
すけど，世の中の流れがわからずにただ目の前の
ことを必死でやってるだけなんですけど］［看護
記録は書かないとわからないと思うんですけど，
それ以外の記録で加算をとるための記録だったり
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とかもう少し簡潔にできたらいいなって思ったり
することはありますね］
6 ）【地域包括ケアシステムに対する国民の意識
向上への期待】

　地域包括ケアシステムについての患者や患者家
族への知識，意識に個人差，地域差があると感じ
ていた．2025年問題の取り組みとして，「病院完
結型」から「地域完結型」移行していることの説
明も踏まえ，《地域包括ケアシステムに対する国
民の理解を得る》ことができるような発信が必要
であると思っていた．
　［医療体系（医療提供体制）っていうのを，も
うちょっと全国的にその地域でのその包括ってい
う（地域包括ケアシステム）のをもう少し市民（国
民）にもうちょっとわかりやすく（説明してほし
い）］
7 ）【変化するコロナ禍に的確な指示への期待】
　自施設のワクチン接種のマニュアル作成や接種
回数など政府の方針に慌ただしく変化するなか
で，通常業務と並行し《新型コロナワクチン接種
について臨床現場で対応する》ことで不安を抱い
ていた．また，患者家族への面会制限説明と対応，
昼夜問わずの患者の受け入れなど，日々変化する
情報をもとに《コロナ禍の制限下で患者・家族に
対応する》ことが，決められた指示のもとである
としながらも療養環境として申し訳いと思ってい
た．
　［（PCR）検査でマイナス確認したら何時でもそ
の人たちが出てきはる（転棟）んですよ．（中略）・・・

（患者さんに）申し訳ないなと思います，夜中に
移動になって］［今のワクチン（接種）の話もい
ろいろ 2 転 3 転して，結局現場に責任じゃないけ
ど，どこまで準備していいかもわからなかったり
とかする］
8 ）【余裕のある人員配置によりゆとりある看護
提供の実現】

　新人教育を含む現任教育，研修で一時的または
長期的に不在時に《教育を充実させるために余裕
のある看護師の配置をする》ことを望んでいた．
また，短時間勤務やフルタイム勤務の《子育て期
の看護師が働く部署で余裕のある看護師の配置を
する》ことで，患者への関わる時間が短縮される
ことなく残った業務の依頼も気兼ねなく行えると
思っていた．そして，《看護師を余裕をもって配
置をする》ことが，《時間や気持ちに余裕をもっ

た看護ケアを提供する》ことや《多忙な業務のな
かで看護の質を向上させる》ことに影響すると考
えていた．いずれも，多忙な環境や人手不足の状
況を改善することは，《離職を防止するための対
策を行う》ことにもつながる．よって，質の高い
看護を行うためには，看護師の人員補充が必要で
あると思っていた．
　［教育が十分出来ていないと，続けていける人
も続けていけないと思うんで，離職率も結構新人
さん高い］［意地でも保育園を迎えに行かないと
いけない，どうしても，時間内に絶対終わらすた
めに患者さんとの関わりを削って，仕事をしてい
たことがあったんです］［実際臨床で働いている
中で日々忙しんで看護師の人数も足りているとい
われているけれども，何対何っていうので，実際
に時間的余裕もないですし患者さんにそれだけゆ
とりのある看護も出来ないです］［時間に追われ
たりとかしていて，業務的になっていることが多
いなって思うんですけど，ほんとはもうちょっと
患者さん個人と関わったりとか時間を費やして気
持ちにもっと寄り添いたいなっていう思いがあり
ます］［新人の離職率は少ないって言ったんです
けども，やっぱり中堅ぐらいの子は結構辞めてい
きますね．中堅位の子がもっとモチベーションを
高く持ってもらってね，こういうことをやりた
いっていったら，じゃそれやって感じで言えると］
9 ）【安心・安定の看護職の賃金・保障の充実】
　育児と仕事を両立するために，給料や制度など

《子育て期への保障が充実する》ことや手当や処
遇は《看護職の賃金・給与が改善される》ことで
安心して働き続けることができるため，看護師が
働く上での賃金や処遇，保障を充実させほしいと
思っていた．
　［国として，こうしないといけないんだよみた
いな，補助金はこんだけあるし頑張って子育てし
ながら働いてねみたいな感じのものがあるとより
良いかなっていうのは思います］［おおもとは政
策のところが基本となっているところやから，そ
こから変えていかないと自分たちの給料にも反映
されないですし］
10）【ライフスタイルにあったワークライフバラ
ンスの実現】

　プライベートを充実させるために《意識して業
務を時間内に終わらせる》ことを行っていた．ま
た，夜勤免除や増減，短時間勤務など就業する看
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護師の《ライフスタイルに合った働き方（勤務体
系）ができる》ことに期待をもっていった．一方

《ワークライフバランスが実現する》ことは非現
実的であると感じていた．仕事と生活の調和は，
それらについて意識をもつことや充実させること
が働き続けるうえでも重要であると思っていた．
　［一般病棟は忙しかったので，夜勤もあるし残
業もあるしなかなか定時に帰れなかったので，今
この状態（シングルマザー）で一般病棟に戻れっ
て言われたら，子育てがしづらくなる気がするの
で病棟に戻れない気がします］［夜勤とかのガイ
ドラインとかあると思うんですけど，実際はそれ
に沿ったことばっかりっていうシフトでもなく
て，（中略）その規定の回数は入れなくて夜勤と
かに入れなくて辞めざるを得なかったというママ
さんたちもいるので，一定期間だったらその全員
が平等に同じだけ夜勤をするとかそんなより本人
がやりたいっていう希望があるんで（中略）シフ
トとかももうちょっと柔軟に作っていけるように
…それもそれぞれの役割をもつ人がおってもいい
かなと思います］［ワークライフバランスがその
…（中略），絶対いざ病棟でやろうとしたらこれ
は非現実的なんじゃないかなって思えて］
11）【看護政策に関連した教育の充実】
　看護連盟に入会し青年部で活動したことで，社
会の流れと繋がっていることを学んだことから，

《看護基礎教育での看護政策に関連する授業を意
識して受ける》ことで，臨床現場の看護と政治と
がつながっていることをもっと意識して考えるこ
とができると思っていた．
　［学生の時に勉強していることって体の中のこ
とやったり患者さんを取り巻く環境のことが多い
と思うんですけど，政治とその看護のつながりな
んて何も知らへんから社会に入ってからそういう
ことも知っていくと思うんですけど，意外とそう
いう機会ってないから］［（看護政策を）習ってた
のかもしれないけど，そんなにそこに重きをおい
て聞いてないから あんまり記憶に残ってなかっ
たんです］

Ⅴ．考　察

1．看護連盟での活動と看護政策への関心
　看護政策に興味をもつきっかけとして，人に勧
められることや人に感化されることから，身近な

人との関わりや看護政策に興味を抱けるような活
動を取り組むことが，看護政策への関心を高める
ために重要である（田川ら，2013）．また，看護
連盟の活動への参加や看護協会・連盟・組合の役
員になったことで医療・看護政策に関心をもった
きっかけとなり，政策に関する講義・研修の受講
歴があるほうがに関心が高かった（久常ら，
2003）．【看護連盟への受動的な入会と活動】は，
看護政策についてふれる機会をもつことで知見を
得ることができ，特に青年部の活動をしている臨
床看護師は，看護政策を周囲に伝えることの必要
性とその役割の認識に繋がっていた．岡谷（2021）
は，政治的なパワーをもつには看護界の代表者を
直接政治の場に送りだすこと，看護職の 1 人ひと
りが看護の社会的な責任を自覚し，国民の安心と
幸福という広い視点から看護の課題や問題を考
え，国や自治体の保健医療福祉政策に関心をもっ
て，政治活動に参加することにより，政治的な力
をもてると述べている．看護職が国政にいなけれ
ば，現場の声が届かず臨床現場を変えることがで
きない．そのためには，選挙に出馬する看護職を
応援し，【看護職の議員に「看護を変える」こと
への期待】をもっている．

2 ．一病院では解決できない課題を看護政
策に期待すること

　【一定水準の新人看護師教育の実現】【キャリア
アップに向けた継続学習の支援】【看護ケアと記
録による診療報酬の加算のギャップ】【地域包括
ケアシステムに対する国民の意識向上への期待】

【変化するコロナ禍に的確な指示への期待】【余裕
のある人員配置によりゆとりある看護提供の実
現】【安心・安定の看護職の賃金・保障の充実】【ラ
イフスタイルにあったワークライフバランスの実
現】のこれら 8 カテゴリーは，自部署や自施設の
一病院で解決が困難であることを，是非国レベル
で変えてほしいという現状の課題であった．
　平成22より，新人看護職員研修（厚生労働省，
2011）が努力義務となった．看護基礎教育と臨床
現場での看護実践の乖離が課題となっている．赤
塚（2012）は，新人看護職の適応能力について新
卒看護師が看護技術に関して困っている状況とし
て，新卒看護師の看護教育機関卒業直後の技術能
力と臨床現場が期待する能力との乖離が大きいこ
とも問題であると述べている．また，2008年より
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経済連携協定（EPA）に基づき外国人看護師が
受け入れられている．日常会話能力は概ね問題が
ないが，看護業務遂行に必要な日本語習得には大
きな障害がある（古川ら，2012）こと，国の文化
や医療制度も異なるため日本人新人看護師と同様
の指導を行うことが難しいと感じていた．これら
より，【一定水準の新人看護師教育の実現】を行
うこと重要であると捉えている．また，指導側の
看護技術経験の個人差，指導能力の格差の指摘（栗
山ら，2015）より，個人の専門的能力を高め，資
質の向上のために継続学習に努めることや自施設
の教育提供体制を整備し，【キャリアアップに向
けた継続学習の支援】が図れることに期待をもっ
ていた．
　【看護ケアと記録による診療報酬の加算の
ギャップ】は，看護師の業務に非常に関係の深い
政策であり医療機関の主な収入源である．看護職
の時間外勤務に最も実施していた看護業務は看護
記録であり，診療報酬に関連する看護記録は増え
続け，今後も看護業務の多くを占める（田中ら，
2020）．行った看護の対価として反映されると理
解していても，記録が業務を圧迫することや患者
との関われる時間，他の業務に影響することが問
題であると捉えている．地域医療構想（厚生労働
省，2020）により，地域包括ケア病棟の設置が進
んでいる．患者・家族の意思のずれをなくしその
人らしい生活を送るための意思決定支援するこ
と，退院後の療養生活を見据えた ADL の維持・
向上への支援が必要である（藤澤ら，2020）．し
かし，これらを実現するためには，【地域包括ケ
アシステムに対する国民の意識向上への期待】が
もてるように，まずは医療者との見解の相違や地
域格差もあると感じる課題を解決することを求め
ている．
　2019年，新型コロナウィスル感染症による緊急
事態宣言が発令され，医療機関では，通常業務に
加え，新型コロナウィルス感染症の対応が迫られ
看護体制も大きく変化した．新型コロナウィルス
感染症に対応する看護職に関する要望書（日本看
護協会，2021）により，臨床現場の看護師の処遇
だけでなく体制など現状の厳しい環境下の改善へ
の対応策も講じられた．今もなお，対応し続けて
いる医療現場では，【変化するコロナ禍に的確な
指示への期待】は高まっている．
　2006年に診療報酬部おける入院サービスである

入院基本料 7：1 が創設された．髙橋（2011）は，
看護師の人員は事実上増加している状況であると
し，医療の質の充実のためには，人員の確保だけ
でなく医療制度を見直すことの必要性について述
べている．しかし，2018年改定で急性期病床の入
院基本料の体系が見直され，現場では， 7 対 1 入
院基本料でさえ全く看護師が足りない状況である
と指摘されているにもかかわらず，かなり低い10
対 1 入院基本料が基本となったことは現場に衝撃
を与えた（野村，2021）．臨床看護師は，【余裕の
ある人員配置によりゆとりある看護提供の実現】
が提供したいと常に感じている．就業継続が可能
な看護職の働き方の提案（日本看護協会，2021）
によると，2019年の「病院および有床診療所にお
ける看護実態調査」では，看護職の就業継続に評
価・処遇（賃金）が強く関連していることを明ら
かにした．本来，労働の対価として得られる報酬
であるが，子育てや自己啓発の長期研修など様々
なライフイベント，キャリアアップのサポートの
際も【安心・安定の看護職の賃金・保障の充実】
を確立してほしいという思いがある．【ライフス
タイルにあったワークライフバランスの実現】に
ついては，それぞれの価値観で評価するほかない
が．「働き方改革を推進するための関係法律の整
備に関する法律」は， 1 つの法律だけではなく，
労働基準法や労働安全衛生法，パートタイム労働
法などの法律にも関連し改正内容も多岐にわたっ
ている．一個人として，看護職としておかれてい
る環境もそれぞれであり，個々のライフステージ
を尊重した働き方は就業を継続することに繋が
る．

3 ．臨床看護師の看護政策への参画意識向
上につなげるための方法

　看護政策に関する学部教育の実態調査による
と，政策関連科目を開講している大学は少なく，
看護政策を科目として開講している11校中 6 校が
看護職によって教授され， 4 年次に必修あるいは
選択履修となっていた（田中，菱山，2005）．また，
科目責任者を対象としたインタビュー調査では，
看護政策の科目の授業で使用できる既存のテキス
トもない現状が明らかになっている（田中，菱山，
2005）．現任教育では，看護師のクリニカルラダー

（日本看護協会版）で，主に看護実践能力を着実
に身に付けることを目標としている．政策につい
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てふれているのは，地域まで視野を拡げた看護管
理の実践能力が求められる病院看護管理者のマネ
ジメントラダーである．また，認定看護管理者教
育課程のサードレベルで組まれていることから，
看護師長クラスが学べる機会は少ない．看護職全
体がより質の高い看護を行うためには，看護基礎
教育でも現任教育でも【看護政策に関連した教育
の充実】が必要であるといえる．

4 ．研究の限界と今後の課題
　本研究では，11名の臨床看護師からインタ
ビューの協力を得ることができた．今回は，看護
連盟に入会している臨床経験年数 5 年目以上で直
接患者にケアや処置を行う臨床看護師を対象にイ
ンタビューを行った．今後は，看護連盟に加入し
ている看護師問わず，臨床看護師を対象に全国調
査を行っていきたい．

Ⅵ．結　論

　臨床看護師の看護政策についての思いと行動
は，【看護連盟への受動的な入会と活動】【看護職
の議員に「看護を変える」ことへの期待】【一定
水準の新人看護師教育の実現】【キャリアアップ
に向けた継続学習の支援】【看護ケアと記録によ
る診療報酬の加算のギャップ】【地域包括ケアシ
ステムに対する国民の意識向上への期待】【変化
するコロナ禍に的確な指示への期待】【余裕のあ
る人員配置によりゆとりある看護提供の実現】【安
心・安定の看護職の賃金・保障の充実】【ライフ
スタイルにあったワークライフバランスの実現】

【看護政策に関連した教育の充実】であった．

付　記

　本研究は，2021年度聖泉大学大学院看護学研究
科における修士学位論文の一部を加筆したもので
あり，その一部は，第26回日本看護管理学会学術
集会において発表した．
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